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令和６年度岩手県地域職業訓練実施計画 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日 

 

岩 手 県 

岩 手 労 働 局 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岩手支部 

 

１ 総説 

（１）計画のねらい 

この計画は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づき実施する公共職業訓練（離

職者訓練、在職者訓練、学卒者訓練、障がい者等に対する訓練）及び職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援に関する法律（平成23年法律第47号。以下「支援法」という。）第２

条に規定する特定求職者（以下「特定求職者」という。）に対する支援法第４条第１項の規定

により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）について、

国及び岩手県が一体となって、地域の職業訓練ニーズを踏まえた職業訓練受講の機会を十分に

確保し、実施するための必要な事項を定めたものである。 

 

（２）計画期間 

   計画期間は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までとする。 

 

（３）計画の改定 

   この計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえ、改定する。 

 

２ 労働市場の動向と課題等 

（１）労働市場の動向と課題 

有効求人数は、システム化・デジタル化需要を背景とした情報通信業の増加や、新型コロナ

ウイルス感染症の５類移行に伴う人流増加により宿泊・飲食サービス業、医療福祉などで求人

数に回復傾向がみられ、アフターコロナへの転換が感じられる。一方で、建設業、製造業、運

輸業、卸・小売業など幅広い産業で求人数の減少が続いている。人手不足との声も多く聞かれ

るものの、同時にエネルギーや原材料費の高騰などコスト上昇の影響や受注減少などを背景に、

求人増加には結びつかない状況にあるなど、持ち直しの動きに弱さがみられる。 

有効求職者数は、ほぼ横ばいで推移しており比較的落ち着いた状況にあるが、中高年齢者を

中心に事業主都合離職者に増加傾向がみられる。 

そうした状況から、令和５年平均の有効求人倍率（原数値）は 1.24 倍となり、令和４年平

均の 1.34 倍を下回る状況など、県内の雇用情勢は持ち直しの動きが弱まっている。長引く物

価上昇や為替の変動、海外経済の動向など、先行きが不透明な状況が続いており、雇用情勢へ

の影響を注意してみていく必要がある。 

 

（２）令和５年度における公的職業訓練をめぐる状況 

令和５年４月から令和５年12月までの、新規求職者は43,976人であり、そのうち特定求職者

に該当する可能性のある者は19,593人である。 

令和５年度の職業訓練の受講者は次のとおり。（令和５年12月末日現在） 

・公共職業訓練（離職者訓練） 

県立校（委託訓練） 1,000人 
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機構（施設内）     201人 

・求職者支援訓練     333人 

基礎コース      104人 

実践コース      229人 

・公共職業訓練（在職者訓練） 

県立校       1,682人 

機構         343人（生産性向上支援訓練除く／生産性向上支援訓練646人） 

・公共職業訓練（学卒者訓練） 

県立校        369人（令和５年10月末日現在） 

・公共職業訓練（障がい者等訓練） 

県立校（委託訓練）  14人（令和６年１月末日現在） 

 

令和５年度の職業訓練の就職率は次のとおり。（令和５年12月末日現在） 

・公共職業訓練（離職者訓練） 

県立校（委託訓練） 76.0％ 

機構（施設内）    83.5％ 

・求職者支援訓練 

基礎コース     68.8％（雇用保険適用就職率 50.0％） 

実践コース      87.0％（雇用保険適用就職率 79.1％） 

・公共職業訓練（学卒者訓練） 

県立校       94.1％ 

・公共職業訓練（障がい者等訓練） 

県立校（委託訓練）  28.6％ 

 

  ※ 「県立校」は県立職業能力開発施設、「機構」は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岩

手支部を示す。 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

（１）公共職業訓練（離職者等訓練） 

新型コロナウイルス感染症が５類に移行されたことによる雇用情勢の変化や、従前からの建

設、保育、介護等の人手不足分野への就職促進も念頭に置き、以下に掲げる職業訓練を、公共

職業安定所等と連携し、県全域で実施する。 

岩手県では、地域の訓練ニーズ等を把握して実施地区や訓練コース等を設定するとともに、

令和５年度の訓練規模を維持しつつ、母子家庭の母等を対象とした訓練コースや託児サービス

付きの訓練コースのほか、人手不足が顕著な保育、介護及び観光分野の訓練コースや基礎的IT

スキルを習得するためのカリキュラムを盛り込んだ訓練コースに加え、経済産業省が定めるDX

推進スキル標準に対応したコースやIT資格を取得して就職を目指す訓練コース等を設定する。

このほか、介護福祉士、保育士及び企業が求める国家資格等の資格取得を目指す２年間の長期

訓練コースを引き続き設定する。 

また、職業能力開発の主管室である定住推進・雇用労働室、産業技術短期大学校本校（矢巾

町）、同校水沢校（奥州市）、宮古高等技術専門校(宮古市)及び二戸高等技術専門校（二戸市）

を、受講指示等を受けた訓練受講者に対して「職業訓練受講指示要領」２に定める職業訓練を

行う公共職業能力開発施設とし、専修学校等の民間教育訓練機関及び職業訓練法人に委託して

実施する。 

・ 離職者等を対象とした訓練 

・ 企業実習を通じた実践力の習得が必要な求職者を対象とした訓練 
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・ 母子家庭の母等を対象とした訓練 

また、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構岩手支部では、公共職業安定所等との連携を

密にし、訓練受講者の確保及び就職への支援強化を図るとともに、多様なニーズに対応する

ために、システム・ユニット訓練を展開すると共に、習得度の確認を図る。さらには、より

効率的かつ効果的な質の高い職業訓練を行うため、離職者訓練修了者の就職先事業所に対す

るヒアリング調査及び離職者訓練受講者に対するアンケート調査を実施する。 

 

（２）求職者支援訓練 

基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得する職業訓練（実践コ

ース）を設定する。 

訓練の設定に当たっては、成長分野や人材不足分野とされている分野・職種に重点を置くと

ともに、地域における産業の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする他、育児中の女性等で

再就職を目指す者、未就職のまま卒業することとなった新規学卒者、コミュニケーション能力

等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者等の不安定就労者、就職氷河期世代の者

のうち不安定な就労に就いている者や無業者の者等である対象者について、その特性・訓練ニ

ーズに応じた職業訓練の設定にも努めることとする。特に出産・育児を理由とする離職者につ

いては、育児と職業訓練の両立を支援するため、託児サービス付き訓練コース及び短時間の訓

練コースの設定を促進する。 

 

（３）公共職業訓練（在職者訓練） 

在職者が、技術革新や産業構造の変化等に対応する高度な技能と知識を習得するために、

人材育成に係る分野の見直しや DX 推進に係る分野の設定等、地域企業の訓練ニーズに対応

した在職者訓練を的確かつ効率的に実施する。 

岩手県では、産業技術短期大学校本校（矢巾町）、同校水沢校（奥州市）、宮古高等技術専門

校(宮古市)及び二戸高等技術専門校（二戸市）で地域企業の訓練ニーズに対応した在職者訓練

を実施する。 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構岩手支部でも、人材育成ニーズを踏まえ、中小企業等

を主な対象として、ものづくり分野を中心に真に高度な訓練コースを設定・実施する。 

特に、産業界又は地域の事業主団体ニーズに応じた訓練コースの設定・実施・支援を実施す

るとともに、在職者のキャリア形成の効果的な促進のために、相談援助・情報提供の拡充を図

る。 

また、分野を問わず、人手不足に悩む中小企業等の生産性の向上を図るための生産性向上支

援訓練も実施する。 

 

（４）公共職業訓練（学卒者訓練） 

産業技術短期大学校（矢巾町）及び産業技術短期大学校水沢校（奥州市）においては、技

術・技能の高度化に対応した実践的な技術者の育成を行うとともに、企業連携によるオーダ

ーメイドカリキュラムと、生産工学・品質保証技術のカリキュラムにより、生産技術部門の

リーダー育成を行う。 

千厩高等技術専門校（一関市）では自動車整備の分野、宮古高等技術専門校（宮古市）で

は自動車整備及び金型技術の各分野、二戸高等技術専門校（二戸市）では自動車整備及び建

築施工の各分野の技術・技能の高度化・多様化に対応できる技能者の育成を行う。 

 

（５）公共職業訓練（障がい者訓練） 

障がい者の就業支援に資するため、厚生労働省が推進する「障害者の多様なニーズに対応し

た委託訓練事業」による職業訓練では、障がい者が住み慣れた地域で、企業や民間職業訓練法
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人等多様な委託先を活用した委託訓練を実施する。 

県立拠点校（県内３校）に「障がい者職業訓練コーディネーター」及び「障がい者職業訓練

コーチ」を配置し、制度周知や訓練生及び委託先の開拓、訓練生への就職支援等を強化し、効

果的な職業訓練を実施する。 

また、効果的な職業訓練の推進に重点を置きつつ、障がい者に対する職業訓練と自立支援と

の連携強化を図る。 

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

（１）離職者に対する公的職業訓練 

ア 離職者に対する公共職業訓練  

施設名 種別 区分 延定員 訓練科名 

産業技術短期大学校

本校 
委託 

離職者 485人 介護パソコン科、IT実務科、 

グラフィックデザイン科 

Webエンジニア科 

介護福祉養成科、保育士養成科 

等 

日本版DS 15人 

産業技術短期大学校

水沢校 
委託 

離職者 405人 

日本版DS   0人 

宮古高等技術専門校 
委託 

離職者 281人 

日本版DS  16人 

二戸高等技術専門校 委託 離職者 184人 

委託 日本版DS   0人 

定住推進・雇用労働室 委託 離職者 186人 

岩手職業能力開発促

進センター（ポリテ

クセンター岩手） 

施設

内 

離職者 316人 
機械系分野、電気・電子系分野、

居住系分野 

橋渡し 27人  

合計 

離職者 1,857人  

日本版DS 31人 

橋渡し 27人 

合計 1,915人 

＊1 日本版DSは、日本版デュアルシステム（企業実習付き訓練）のこと。 

＊2 橋渡しは、標準で６ヶ月の離職者訓練を効果的に受講するために必要な技能と知識を

   身につけることを目的として、６ヶ月の訓練の前に行う１ヶ月の訓練のこと。 
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イ 求職者支援訓練 

訓練の種類 割合 
認定 

上限値 

新規参入の 

上限 

地域優先 

共有枠 

基礎コース 25％ 176人 30％（52人） 

盛岡地域・

その他の内

陸地域・沿

岸地域間に

おける基礎

コースの割

合を各３分

の １ と す

る。 

実践コース 75％ 527人 30％（158人） 

 

うち介護分野 25％ 131人 

基礎・実践コ

ースの各

30％を上限値

とする。 

医療事務分野 15％  80人 

デジタル分野 30％  158人 

 

IT 10％ 53人 

デザイン 

（Web系） 
20％ 105人 

  その他 30％ 158人 

合計 100.0％ 703人 

 

（地域優先共有枠） 

求職者支援訓練の訓練コースは、就職率の実績が上位の訓練コースから認定されるため、状

況によっては、訓練コースが特定に地域に偏する可能性がある。 

このことから、いずれの地域においても、職務経験の浅い者等が職業訓練を通じ能力開発を

行うことができるよう、基礎コース認定枠の地域間における均一化を図る。 

なお、均一に設定した認定枠（地域優先枠）に残りが生じた場合は、県内全体で調整する。 

 

（認定上限値の繰越及び振替） 

実践コースにおいて認定申請が「定員」を下回った等の事情により認定数が認定上限値を下

回った場合の余剰定員は、同一認定単位期間の「その他」分野への振替を可能とする。 

また、同一年度の次期以降の認定単位期間の同地域、同種別（基礎コース、実践コース）、

同分野の認定上限値への振替も可能とする。なお、第４四半期の認定申請に限り余剰定員の基

礎コースと実践コース間の振替及び分野間の振替を可能とする。 

 

（認定単位期間） 

１か月単位とする。 

 

ウ 職業訓練の効果的な実施のための取組 

    公共職業訓練の実施計画の策定、周知・広報をはじめ、受講者の募集、円滑かつ効果的な

訓練の実施、訓練修了者の就職等を推進していくためには、国や県の関係行政機関はもとよ

り、地域の訓練実施機関団体や労使団体の理解・協力が必要不可欠である。 

また、訓練カリキュラム等の見直しも含め、訓練の実施結果や地域における人材ニーズ等

を踏まえた検討・改善を図っていく上でも、横連携による不断の取組が必要であることから、

関係者の連携・協力の下に地域の実情を踏まえた計画的かつ実効性のある職業訓練の推進に

努めるため、岩手県地域職業能力開発促進協議会内にワーキンググループを設置し、公的職

業訓練の効果検証を行う（労働局、県、機構）。 

なお、令和５年度に「営業・販売・事務分野」で実施したワーキンググループによる公的

訓練の効果検証において、就職率向上の観点等から訓練期間に展開することが有効と認めら

れる好事例をまとめ周知を行う。 
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（２）在職者に対する公共職業訓練 

ア 公共職業訓練（在職者訓練） 

施設名 
実施 

回数 
延定員 訓練科名 

産業技術短期大学校本校 51回 1,020人 
社員育成、生産・品質、機械・制御、

電子・電気、ＩＴ・ＰＣ、建築・設備 

産業技術短期大学校水沢校 24回 415人 
社員育成、生産・品質、機械・制御、

電子・電気、ＩＴ・ＰＣ、建築・設備 

宮古高等技術専門校 23回 296人 
社員育成、生産・品質、機械・制御、

電子・電気、ＩＴ・ＰＣ、建築・設備 

二戸高等技術専門校 23回 310人 
社員育成、生産・品質、ＩＴ・ＰＣ、

建築・設備 

岩手職業能力開発促進センター

（ポリテクセンター岩手） 
41回 410人 

機械系分野、電気・電子系分野、居住

系分野 

合計 162回 2,451人  

 

イ 公共職業訓練（在職者訓練：生産性向上支援訓練） 

施設名 
実施 

回数 
延定員 訓練科名 

岩手職業能力開発促進セン

ター（ポリテクセンター岩

手） 

65回 650人 

組織力強化のための管理、生産計画と

工程管理、指導力の向上と中堅・ベテ

ラン従業員の役割、ピボットテーブル

を活用したデータ分析、等 

 

（３）学卒者に対する公共職業訓練 

施設名 訓練課程 科名 定員 

産業技術短期大学校本校 専門課程 メカトロニクス技術科 40人 

電子技術科 40人 

建築科 40人 

産業デザイン科 40人 

情報技術科 40人 

応用短期課程 産業技術専攻科 10人 

産業技術短期大学校水沢校 専門課程 生産技術科 40人 

電気技術科 40人 

建築設備科 40人 

千厩高等技術専門校 普通課程 自動車システム科 40人 

宮古高等技術専門校 普通課程 自動車システム科 30人 

金型技術科 10人 

二戸高等技術専門校 普通課程 自動車システム科 40人 

建築科 30人 

合計   480人 
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（４）障がい者等に対する公共職業訓練 

施設名 種別 延定員 コース名 

産業技術短期大学校本校 

委託 

12人 知識・技能習得訓練コース、実践能

力習得訓練コース、特別支援学校早

期訓練コース 
産業技術短期大学校水沢校 ７人 

宮古高等技術専門校 ７人 

合計  26人  

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

（１）地域におけるリスキリングの推進に関する事業 

ＤＸの加速化やテレワーク等による働き方の多様化、職業人生の長期化など、企業や労働者

を取り巻く環境が変化する中で、在職者への学び直しの必要性が高まっている。 

労働者の主体的な能力開発を促進し、人手不足が深刻な分野をはじめ地域に必要な人材を育

成・確保していくため、デジタル・グリーン等の成長分野に関するリスキリングの推進に資す

る経営者等の意識改革・理解促進や在職者のリスキリングによる能力支援向上に引き続き取り

組む。 

なお、地域におけるリスキリングの推進に関する事業については、別途事業一覧を報告する

こととし、本計画に位置付けて実施するものとする。 

 

（２）受講生の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施 

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを主軸に、労働者のキャリア形成に資

する情報提供及び相談援助に努め、受講者の能力及び適性に応じた公的職業訓練を実施するも

のとする。 

なお、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの着実な実施に資するため、「キ

ャリア形成／リ・スキリング推進事業」（委託事業）を活用した求職者に対する訓練説明会や

セミナー等を積極的に開催する。 

 

（３）職業訓練担当者の資質向上 

職業訓練の効果的な周知・広報、ハローワーク窓口での適切な誘導、訓練生に対する実効性

のある就職支援等を積極的に推進するためには、職業訓練担当者の資質向上を図る必要がある

ことから、行政機関、訓練実施機関が各々抱える不安や問題等の把握に努めるとともに、それ

らの解消・軽減を図るべく研修機会の提供に努める。 

 


